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電気事業連合会 検出事例集約方法  
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電気事業連合会 分析データの集計方法 

 

 ＯＦケーブル設備の場合、一つの設備であっても多数のＯＦケーブル、接続部、終端部などから構成され、

かつそれらが１メーカによる同時期の工事で新設されたものであるとは限らない。 

 そこで、電気事業連合会での分析数集約においては、以下のようなルールで集計を行っている。 

 

◎ あるＯＦケーブル設備のある回線の分析において、 

（１）設備部位（ＯＦケーブル、接続部、終端部、給油装置等 それぞれ）毎に、ＯＦケーブルメーカ別、新設

時期別に検出データ、非検出データを集計する。なお、油槽内油とバルブパネルは同一とみなす。 

（２）前記で、検出データが複数あってもそれは１とカウントする。同様に、非検出データが複数あっても、そ

れは１とカウントする。これは、あるＯＦケーブルメーカがある年代に製造、施工したＯＦケーブル設備

を部位毎に整理してグループ分けして、そのようなグループ毎に検出があったのかなかったのかを整

理する、と言う考え方である。 

 

 具体的に例を示すと、次のようになる。 

 

○○電力 ６６ｋＶ ××線２番 

油槽
（内油）

ＶＰ：油槽内
油
　　4.8ppm

CH　or　接続部
　ケーブル・接続部分類

油槽（外油）

例2MH
1973　Ｃ社
0.8ppm

例3MH
1969　Ａ社
0.6ppm

1989　Ｂ社
3.2ppm

1969　Ａ社　内油
7.2ppm

例4MH
1972　Ａ社
ND

例5MH
1970　Ｂ社
1.1ppm

例6MH
1970　Ｂ社
ND

1969　Ａ社　外油
2.4ppm

1969年のＡ社接
続部としては検出
１件とカウント

1973年のＣ社接
続部として検出1
件とカウント

1972年Ａ社接続部
として非検出１件
としてカウント

1970年Ｂ社接続
部として検出1件
とカウント

1970年Ｂ社接続
部として非検出1
件とカウント

1989年Ｂ社終端
部として検出1件
とカウント

1969年Ａ社外油と
して検出1件とカウ
ント

1969年Ａ社内油とし
て検出1件とカウント

例1MH
1969　Ａ社
2.1ppm

 
 

 以上の検出例では、○○電力 ６６ｋＶ ××線２番においては、「８件」の検出／非検出事例があると計

上される。 
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合成油における検出状況検討結果 



油種 年度 調査数 結果（ｐ.ｐ.ｍ.） 備考
昭和43～
　　平成13年

35 ＮＤ

①既設鉱油ＯＦケーブルの引き替え
(既設の鉱油油槽の検出濃度０．９～６．６）
②既設鉱油ＯＦケーブルの引き替え
(既設の鉱油油槽の検出濃度０．９～６．６）
③既設鉱油ＯＦケーブルの引き替え
(既設の鉱油油槽の検出濃度３．２～６．６）
④Ｓ３５年製鉱油ＯＦケーブルと接続
(既設の鉱油ＯＦケーブルの検出濃度０．５～２．０ｐｐｍ）
⑤Ｓ３６年製鉱油ＯＦケーブルと接続
(既設の鉱油ＯＦケーブルの検出濃度０．７～５．１ｐｐｍ）
⑥Ｓ４２年製鉱油油槽と接続
(既設の鉱油ＯＦケーブルの検出濃度６．１～１３．６ｐｐｍ）

計４１

考察 １．合成油の検出例は、備考欄に記載したとおりすべて既設の鉱油との接触が起きる環境にある。
２．それらを除くと合成油だけの個所からの検出例は皆無となる。
３．従って検出率は０％と言える。
４．分析事例を年度別に見ても下表に示すようにほぼ全年度をカバーしている。
５．以上より合成油にＰＣＢが混入している可能性は極めてゼロに近いと言える。
６．測定値については、測定やサンプリング誤差による影響（同じ個所の測定をサンプリング日
　　を変えて行なった場合に倍半分の違いがでてくる例がある）が大きいので数ｐｐｍの差は
　　あまり意味がないといえる。
７．合成油からの検出濃度は、測定値やばらつきを考慮すると、全て既設鉱油からの検出濃度
　　より低いと言える。従って、既設鉱油ＯＦケーブル設備に混入していた微量ＰＣＢが合成油ＯＦケー
　　ブルの合成油に混合、拡散したことが推定される。
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合成油分析結果の整理
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状況説明
①：昭和39年から40年にかけて新設されたＯＦケーブル線路を昭和５１年から５６年にかけて順次引き替えた。
　　このうち５４年に引き替えた個所から検出されたもの。検出は１相のみ。
　　・新設当時の油槽はそのまま使用されており0.9～6.6ｐｐｍ検出されている。
　　・引き替え工事時は既設の油槽に工事用油槽を仮接続して施工する。その工事用油槽は接続部の
　　　施工用にも使用しており既設油槽により汚染された工事用油槽が当該接続部の施工用に用いられ
　　　た可能性がある。
　　・当該接続部は昭和51年に引き替えられたＯＦケーブルと接続している。５１年製ＯＦケーブルは既設ＯＦケーブ
　　　ルと接続されておりされ51年製ＯＦケーブルが既設ＯＦケーブルから汚染された可能性がある。

新設： 接続部の両側ともＰＣＢが混入していた可能性がある。

Ｓ５１： 右側の新設ＯＦケーブルには混入していなかったが、左側の既設ＯＦケーブ
ルから新設ＯＦケーブルに伝播した。

Ｓ５４： 新設接続部に右側ＯＦケーブルから伝播した。

②：昭和39年から40年にかけて新設されたＯＦケーブル線路を昭和５１年から５６年にかけて順次引き替えた。
　　このうち５５年に引き替えた個所から検出されたもの。検出は２相。
　　・新設当時の油槽はそのまま使用されており0.9～6.6ｐｐｍ検出されている。
　　・引き替え工事時は既設の油槽に工事用油槽を仮接続して施工する。その工事用油槽は接続部の
　　　施工用にも使用しており既設油槽により汚染された工事用油槽が当該接続部の施工用に用いられ
　　　た可能性がある。
　　・当該接続部は昭和５４年に引き替えられたＯＦケーブルと接続している。５４年製ＯＦケーブルは既設ＯＦ
　　　ケーブルと接続されており５４年製ＯＦケーブルが既設ＯＦケーブルから汚染された可能性がある。

新設： 接続部の両側ともＰＣＢが混入していた可能性がある。

Ｓ５４： 右側の新設ＯＦケーブルには混入していなかったが、左側の既設ＯＦケーブ
ルから新設ＯＦケーブルに伝播した。

Ｓ５５： 新設接続部に右側ＯＦケーブルから伝播した。

③：昭和39年から40年にかけて新設されたＯＦケーブル線路を昭和５１年から５６年にかけて順次引き替えた。
　　このうち５６年に引き替えた個所から検出されたもの。検出は１相のみ。
　　・新設当時の油槽はそのまま使用されており0.9～6.6ｐｐｍ検出されている。
　　・引き替え工事時は既設の油槽に工事用油槽を仮接続して施工する。その工事用油槽は接続部の
　　　施工用にも使用しており既設油槽により汚染された工事用油槽が当該接続部の施工用に用いられ
　　　た可能性がある。
　　・当該接続部は終端接続部を介して新設当時の油槽と接続されている。

新設： 接続部の両側ともＰＣＢが混入していた可能性がある。

Ｓ５６： 新設当時の油槽がそのまま使用されており、そこから伝播した。
油槽：3.2,6.6ｐｐｍ　　接続部：0.5ｐｐｍ

1.1

0.6､0.8

0.5



④：昭和３５年に新設されたＯＦケーブル線路の接続部だけを平成２年に取り替えており、その接続部から
　　検出された。
　　・片側のケーブルから0.5,0.6ｐｐｍ検出されている。近傍の検出データを含めると、0.5～2.0ppmの
　　　濃度となる。
　　・接続部施工時は工事用油槽を使用するが、この油槽が既設と繋がれて汚染された可能性がある。

新設： 接続部の右側にＰＣＢが混入していた可能性がある。

Ｈ２： 　　　　右側のＯＦケーブルから伝播した。
　　　　工事用油槽の使いまわしによる伝播、ＯＦケーブルからの伝播。
　　　　右側のＯＦケーブルから伝播した。

⑤：昭和３６年に新設されたＯＦケーブル線路の油槽を、平成４年に取り替えており、そのバルブパネルから
　　検出されたもの。
　　・昭和３６年製の既設ＯＦケーブルに接続されている。
　　・既設ＯＦケーブルからは0.7～5.1ｐｐｍ検出されている。

新設： バルブパネルの両側ともＰＣＢが混入していた可能性がある。

Ｈ４：

右側のＯＦケーブルから伝播した。

⑥：昭和４２年に新設されたＯＦケーブルの接続部を平成９年に取り替えた。その接続部から検出された。
　　・新設当時の油槽とバルブパネルを介して接続されており、そのバルブパネルから１３．６，６．１ｐｐｍ
　　　検出されている。

新設： バルブパネルの両側ともＰＣＢが混入していた可能性がある。

Ｈ６： 右側のＯＦケーブルを引き替えた。

Ｈ９： 左側のバルブパネルをとおして既設の油槽から伝播した。

ＮＤ

ＮＤ

ＮＤ

0.5

0.6

ＮＤ

2.5

0.9

0.9

1.2,0.8,0.5

4.7,2.613.6,6.1

2.4,1.8,3.5

3,2.4,0.8

4.8,3.3,5.1

0.7,0.8､ND
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各電圧階級毎の 
ＯＦケーブル絶縁油量算出方法の考え方 
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各電圧階級毎のＯＦケーブル絶縁油量算出方法の考え方 

 

66kV級ＯＦケーブルについては、単心：66kV アルミ被 1×800mm2より 1.6 リッター/m、3心：66kV アル

ミ被 3×250mm2より 3 リッター/m として算出しました。 

 

66kV 級ＰＯＦケーブルについては、77kV 3×325mm2、鋼管内径 130mm より 7.14 リッター/m として算

出しました。 

 

154kV級ＯＦケーブルについては、単心：154kVアルミ被 1×800mm2より 2.3リッター/m、3心：154kVア

ルミ被 3×325mm2より 6.1 リッター/m、として算出しました。 

 

154kV 級ＰＯＦケーブルについては、154kV 3×500mm2、鋼管内径 155mm より 10.1 リッター/m として

算出しました。 

 

275～500kV 級ＯＦケーブルについては、275kV アルミ被 1×1600mm2より 4.7 リッター/m として算出し

ました。但し、電力会社以外の設備ユーザの場合は納入量が少ないので、実際の油量を用いて計算した

場合もあります。 

 

275kV級ＰＯＦケーブルについては、275kV 3×1400mm2、鋼管内径 255mmより 30.3 リッター/mとして

算出しました。 

 

 以上の仮定により多少の「凸凹」はありますが、推定方法としては妥当なものであると考えます。 
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各電力会社保有 
ＯＦケーブル設備量算出方法の考え方 
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電力会社のＯＦケーブル設備量算出方法の考え方 

 Ａ電力会社のＯＦケーブル設備量は約 500 線路です。これに対して、全電力会社のＯＦケーブル設備回

線長、Ａ電力会社のＯＦケーブル設備回線長のデータを元に、次のように推定を行いました。尚、２７５ｋＶ

級については、微量ＰＣＢ混入に関わる設備に限定を加える事が可能と考えられます。本文表４－１から

昭和４８年以前の２７５ｋＶ級設備量は全体の約 15%を占める事がわかるので、この値を比率として用いる

ことにします。 

表Ａ４－１ 全電力会社、Ａ電力会社のＯＦケーブル設備回線長 

電圧階級 全電力会社 
回線長 km 

Ａ電力会社  
回線長 km 

66kV級 3,134 843 
154kV級 1,317 629 
275kV級 1,117 744 

内、微量ＰＣＢ混入を完全に否定できないＯＦケーブル設備 1,117×15%=168  

合計 5,568 2,216 

内、微量ＰＣＢ混入を完全に否定できないＯＦケーブル設備 4,619  

 

 以上より、全電力会社回線長とＡ電力会社回線長の比は、5,568/2,216=約 2.5 となることより、約 500 線

路（Ａ電力会社）×2.5＝約 1,200 線路が全国電力会社の設備量と推定されます。この内、微量ＰＣＢ混入

を完全に否定できない設備量は、1,200×(4,619/5,568)=995より約 1,000線路と推定されます。 

 以上の結果より、微量ＰＣＢが混入している設備量を推定してみました。考え方を表Ａ４－２に示します。

但し、電力会社における調査・分析数は、当初微量ＰＣＢが検出されたＯＦケーブル設備と同時期のもの

を選択して調査された結果でありますで、検出比率としては無作為抽出して調査した場合よりも高い数値

となります。 

表Ａ４－２ 微量ＰＣＢが混入しているＯＦケーブル設備量推定 

 線路数 
Ａ 全国電力会社ＯＦケーブル設備量 推定 約 1,200線路 
Ｂ の内、微量ＰＣＢ混入を完全に否定できな

いＯＦケーブル設備量 
推定 約 1,000線路 

Ｃ の内、調査を行ったＯＦケーブル設備量 137 線路（Ａ電力会社）＋6 線路（Ａ電力会社以外の微量ＰＣ
Ｂ検出線路数）＋α（Ａ電力会社以外のＰＣＢ分析が行われ

て検出のなかった線路数未集計）＝143＋α線路 
Ｄ の内、微量ＰＣＢが検出されたＯＦケーブル

設備量 
20線路（Ａ電力会社）＋6線路（Ａ電力会社以外）=26線路 

Ｅ 全国電力会社設備における微量ＰＣＢ検出

が予想されるＯＦケーブル設備量等 
推定最大値 

Ａ電力会社分析数より最大でも1,000×(20/137)=約150線路
程度のＯＦケーブル線路に微量ＰＣＢが混入している可能性

が考えられる。 
（注）上記の 20はＡ電力会社検出線路数、137はＡ電力会社ＯＦケーブ

ル線路調査概数 



 
 
 
 
 
 
 
 

添付資料５ 
 

古河電気工業設備分析結果 
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フジクラ設備分析結果 
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ジェイ・パワーシステムズ設備分析結果 
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エクシム設備分析結果 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

電力ケーブル用付属品製造における脱気装置ラインの絶縁油中 PCB 分析結果 

 拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日ごろは格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。 

 さて、掲題の件につきまして下記の通りご報告申し上げますので、ご査収のほどよろしくお願い申し上げます。 

敬 具 
 
 

－ 記 － 

 

1. 対象品 

◎終端接続箱および中間接続箱の油浸紙に使用する絶縁油 
◎油槽に充填する絶縁油 

2. PCB分析結果 

終端接続箱、中間接続箱の油浸紙および油槽に使用する絶縁油は, 

絶縁油メーカーより 

購入し、弊社内で脱気処理を行い使用しております。 

この脱気装置ラインについて、図１に示すバルブ６ヶ所から各絶縁油を採油し、PCB分析を 

ﾕｶｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ㈱で実施した結果は、添付に示しますように PCBが検出されませんでした。 

なお、採油日は 2002年 12月 26日、試験方法は JIS K 0093および JEAC1201に準拠、 

定量下限値は 0.5mg/kg となります。 

以 上 
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図１ 脱気装置ラインからの採油箇所 
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※①～⑥のバルブから採油を実施 

  














